
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決中上告人敗訴部分を破棄する。

　　　　　前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人佐々木鉄也、同大友秀夫の上告理由について

　原審は、(１)　被上告人は、昭和四七年三月一一日、本件交通事故によつて右手、

右臀部に加療五日間を要する挫傷を受け、昭和五〇年一月一〇日までの約二年一〇

か月にわたる通院治療の結果、身体障害等級一四級に該当する腰部挫傷後遺症を残

して症状が固定し、右下肢に局部神経症状があるものの、上、下肢の機能障害及び

運動障害はないとの診断を受けたこと、(２)　右後遺症は多分に心因性のものであ

ると考えられること、(３)　被上告人は、通産省工業技術院繊維高分子材料研究所

に技官として勤務し、本件事故前はかなり力を要するプラスチツク成型加工業務に

従事していたが、本件事故後は腰部痛及び下肢のしびれ感があつて従前の仕事がや

りづらいため、坐つたままでできる測定解析業務に従事するようになつたこと、(

４)　しかし、本件事故後も給与面については格別不利益な取扱は受けていないこ

と、などの事実関係を確定したうえ、事故による労働能力の減少を理由とする損害

を認定するにあたつては、事故によつて生じた労働能力喪失そのものを損害と観念

すべきものであり、被害者に労働能力の一部喪失の事実が認められる以上、たとえ

収入に格別の減少がみられないとしても、その職業の種類、後遺症の部位程度等を

総合的に勘案してその損害額を評価算定するのが相当であるとの見解に基づいて、

右事実関係及び労働省労働基準局長通牒（昭和三二年七月二日付基発五五一号）に

よる労働能力喪失率表を参酌のうえ、被上告人は、本件交通事故に基づく前記後遺

症のため労働能力の二パーセントを喪失したものであり、その喪失期間は右事故後

七年間と認めるのが相当であるとして、被上告人の年収を基準とする右割合及び期
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間による三四万一二一六円の財産上の損害を認定している。

　しかしながら、かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的

機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺

症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在

又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情の

ない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないとい

うべきである。�

　ところで、被上告人は、研究所に勤務する技官であり、その後遺症は身体障害等

級一四級程度のものであつて右下肢に局部神経症状を伴うものの、機能障害・運動

障害はなく、事故後においても給与面で格別不利益な取扱も受けていないというの

であるから、現状において財産上特段の不利益を蒙つているものとは認め難いとい

うべきであり、それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財

産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がな

いことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をし

ているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減

少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であつて

も、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、

転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後

遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要

とするというべきである。原審が以上の点について何ら審理を遂げることなく、右

後遺症の存在のみを理由にこれによる財産上の損害を認めている点で、原判決には

損害認定に関する法令の解釈、適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法が

あるといわざるをえず、論旨は理由がある。そして、被上告人の本訴請求は、同一

の交通事故によつて生じた身体障害に基づく損害の賠償を請求するものであつて、
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各費目別の損害額は相互に密接に関連し、上告人の本件上告も右の趣旨で原判決全

部の破棄を求めるものと解しえないではないから、原判決中、上告人敗訴部分は、

結局、その全部の破棄を免れない。そして、叙上の点を含め、さらに本件損害賠償

額について審理を尽くす必要があるから、右破棄部分につき本件を原審に差し戻す

のが相当である。

　よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　横　　　井　　　大　　　三

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　環　　　　　　　昌　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　伊　　　藤　　　正　　　己

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　寺　　　田　　　治　　　郎
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